
横浜市における新型インフルエンザ対策について（平成21年6月12日）

平成21年6月11日(木)、本市在住の女性（40歳代）の新型インフルエンザ感染が、本市衛生研究所における検体検査により確認され、本市で２例目の発生となりました。 罹患された方は、集団感染が疑われる都内の高校にお勤めの方です。

現在、市内の感染症指定医療機関で治療を受けており、容態は、熱も下がり、安定しているとのことです。 

横浜市では、12日（金）、新型インフルエンザ対策本部会議を開催し、次の２点を本市の対応方針として決定しました。
１　今回の事案は、都内の高校で発生している集団感染事例の一つと考えられることから、今後の感染拡大の推移を注視し、国や県、近隣都市とも連携しながら、更なる感染拡大の防止に全力を尽くします。 

２　本市においては、感染者の行動範囲が限定されていることから、感染拡大のおそれは少ないと考えられるため、これまでどおり、学校、保育施設等の休業や各種イベント・行事等の自粛要請は実施しません。 

また、これまで本市が取り組んできた、登校前の検温や健康チェックなどの市立学校における感染予防策を引き続き徹底してまいります。
市民の皆様におかれましては、今後の情報に注意していただくともに引き続き次の予防対策をよろしくお願いします。
○積極的な手洗いやうがいを徹底してください。（咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクの着用も有効です。）
○38度以上の発熱、倦怠感、咳などのインフルエンザのような症状がある場合は横浜市発熱相談センターにご相談ください。

発熱相談センターの電話番号は、下記アドレスでご覧ください。 
<アドレス> 
http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/hokenjo/emergency/
　

なお、６月12日未明、世界保健機関（ＷＨＯ）が警戒レベルを「フェーズ６」に引き上げました。国では、「新たな感染者の発生も比較的少なく、一部地域に限定されていることから、現在の基本的対処方針等の基づき、弾力的な対策を講じる。」としており、本市におきましても、引き続き感染拡大防止や感染予防策の徹底に努めてまいります。



横浜市の対応方針








